
JP 2015-209338 A 2015.11.24

10

(57)【要約】
【課題】この装置により、確実に、微粒子媒体の搬送時
に供給中断を回避し、この媒体が搬送可能状態を保持し
、したがって、媒体の障害のない自動供給が確実に行わ
れる。
【解決手段】本発明は、微粒子媒体（１０）とりわけ粒
状物質を搬送する装置（１）であって、この媒体（１０
）を収容する柔軟性を有する容器（４）と、この容器（
４）の底部（１７）とは逆方向の上方端部（９）の領域
中で、容器（４）を固定する収容部（８）と、容器（４
）中に上方から挿入され、かつ容器（４）から媒体（１
０）を吸い出す吸い取り装置（１２）とを備えた装置に
関する。この種の装置において、本発明によれば、容器
（４）の外側で、その底部領域または側方領域中で、容
器（４）を変形させる目的で容器に作用する装置（２０
）が配置されているように設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微粒子媒体（１０）とりわけ粒状物質を搬送する装置（１）であって、
　前記媒体（１０）を収容する柔軟性を有する容器（４）と、
　前記容器（４）の底部（１７）とは逆方向の上方端部（９）の領域中で、前記容器（４
）を固定する収容部（８）と、
　前記容器（４）中に上方から挿入され、かつ前記容器（４）から前記媒体（１０）を吸
い出す吸い取り装置（１２）と
を備えた装置において、
　前記容器（４）の外側で、その底部領域または側方領域中で、前記容器（４）を変形さ
せる目的で前記容器に作用する装置（２０）が配置されていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記容器（４）に作用する前記装置（２０）は、前記容器（４）に定期的に作用する手
段（２１）を有することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記容器（４）に作用する前記装置（２０）は、前記容器（４）に打ち付けて作用する
手段（２１）、または、前記容器（４）の前記底部（１７）を動かす手段（２１）を有す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記手段（２１）は、前記容器（４）の前記底部（１７）と共に往復移動をし、または
、
　前記手段（２１）の移動は、前記容器（４）に作用した後に、前記容器に作用する重力
がゆえの前記容器（４）の前記底部（１７）の独立した降下よりも高速で、前記容器（４
）から離れるように行われることを特徴とする請求項２または３に記載の装置。
【請求項５】
　前記容器（４）に作用する前記装置（２０）は、持ち上げユニット（２２）と、前記持
ち上げユニットにより移動させられうる手段（２１）であって、かつ板として形成された
往復移動可能な手段とを有し、
　前記板（２１）は、前記容器の前記底部（１７）と接触可能であり、または、前記容器
（４）が前記板（２１）上に載置されることを特徴とする請求項２～４のいずれか１項に
記載の装置。
【請求項６】
　前記容器（４）に作用する前記装置（２０）は、前記容器（４）の下方に配置されてい
ることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記容器（４）は、その上方端部領域中で（９）、前記収容部（８）上にまたはこの中
にしっかり固定されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置は、前記容器（４）を内側で収容する安定したコンテナ（２）を有することを
特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記コンテナ（２）は、商業上で一般的なゴミ容器の様式でまたは該ゴミ容器として、
コンテナ下方部分（５）と、該コンテナ下方部分中で旋回可能に軸支されたコンテナ蓋（
７）とを備えて形成されていることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記容器（４）は、その上方端部領域中で（９）、前記コンテナ下方部分（５）と、該
コンテナ下方部分と固定連結されたコンテナ蓋（７）との間に挟まれていることを特徴と
する請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記容器（４）に作用する前記装置（２０）は、前記コンテナ（２）内で、前記容器（
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４）の下方に配置されていることを特徴とする請求項８～１０のいずれか１項に記載の装
置。
【請求項１２】
　前記容器（４）は、全体的にまたは部分的に、少なくとも前記容器（４）の側壁部（２
８）の領域中で、柔軟性を持つように形成されていることを特徴とする請求項１～１１の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記容器（４）は、織物、布またはプラスチックからなることを特徴とする請求項１～
１２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記コンテナ蓋（７）は開口（１３）を有し、該開口を、前記吸い取り装置（１２）の
ランセット（１４）が貫通、とりわけ軸方向でガイドされて貫通することを特徴とする請
求項９～１３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記容器（４）に作用する前記装置（２０）は、空気圧または電気で作動可能であるこ
とを特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微粒子媒体とりわけ粒状物質を搬送する装置であって、媒体を収容する柔軟
性を有する容器と、柔軟性を有する容器の底部とは逆方向の上方端部の領域中で、柔軟性
を有する容器を固定する収容部と、柔軟性を有する容器中に上方から挿入され、かつ柔軟
性を有する容器から媒体を吸い出す吸い取り装置とを備えた装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　微粒子媒体、例えば粒状物質または粉末状形態で存在する媒体を搬送する装置は、従来
技術から長らく公知である。
【０００３】
　包装での適用のためのホットメルトの市場での一般的な供給形態は粒状物質である。こ
の粒状物質は、容器から、さらなる処理機器例えば融解ユニットに供給可能である。この
種の粒状物質は、貯蔵容器ないし中間貯蔵容器中で、押し込められ、絡み合い、中空空間
を形成し、または、その化学的製剤によっては互いに固着しないし接着する傾向がある。
その結果、粒状物質がこれに続くさらなる処理機器にさらに供給されるのが、中断ないし
妨害される。
【０００４】
　冒頭で述べた様式の装置は、特許文献１から公知である。この装置は、柔軟性を有する
容器内に配置された吸い取り装置を、振動ユニットと共に有する。この振動ユニットは、
複数の振動部材からなる。この部材は、振動ユニットの領域中で、容器に収容された媒体
をほぐす効果を達成する。第１の変形例によれば、振動ユニットは、容器の中央領域中に
のみ配置されていて、したがって、小型で、構造上相対的に単純に形作られている。振動
ユニットをこのように形成および配置することにより、容器の側壁の領域中での媒体の絡
み合いは、防ぐことができない。第２の変形例によれば、振動ユニットが、容器の全断面
に渡って伸張しているように設けられている。振動ユニットは、容器の側壁にまで達して
いるので、このように形作ることにより、確かに、絡み合いは、容器の全断面に渡って防
がれることができる。しかし、この振動ユニットの構築費用は非常に高い。さらに、この
ような大きさであるがゆえに、振動ユニットの重量は大きくなり、その結果、振動ユニッ
トを備えた移動可能な吸い取り装置の全質量は非常に大きくなる。
【０００５】
　特許文献２中では、容器の底部の領域中に配置された材料放出漏斗を備えた柔軟性を有
する容器が公知である。この漏斗は、この漏斗の外側で生成された振動を容器の内側中に
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伝達するために側方に収容装置が設けられている。この漏斗の材料は、漏斗における微粒
子媒体の絡み合い／固着を防ぐように、内側振動と外側振動との間の位相または振幅のず
れが達成されるように選択されている。
【０００６】
　特許文献３中では、ペレットやこれと同様の大きさの物体を収容する容器が記載されて
いるが、この貯蔵容器には、板状の可動側壁が設けられている。側壁の取り付け角を巻き
上げ機を用いて機械的に変位させることにより、およびこれに関連する貯蔵容器の体積の
縮小により、排出装置例えばウォーム歯車へ材料が確実に送られる。容器が空になり、新
たに充填される前には、側壁を元の位置に戻して、この容器の体積を、再び拡大せねばな
らない。
【０００７】
　特許文献４からは、同様に、機械的に変位可能な側壁を備えた容器が公知である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】独国実用新案出願公開２０　２０１０　００６　０１０　Ｕ１号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開２　６１２　８１７　Ａ１号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開１　５４４　１３２　Ａ２号明細書
【特許文献４】米国特許２　８２９　８０３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、冒頭で述べた様式の装置を、さらに、微粒子媒体を確実に障害なく自
動供給をするように、したがって、供給の中断が回避され、媒体を搬送可能な状態で保持
するように形成することである。この装置は、さらに、構造上特に単純に形作られている
べきである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この目的は、柔軟性を有する容器外で、この容器の底部領域またはその側方領域中で、
柔軟性を有する容器を変形する目的で、この容器に作用する装置を配置することにより達
成される。
【００１１】
　本発明による装置において本質的であるのは、柔軟性を有する容器中にある微粒子媒体
、とりわけ柔軟性を有する容器中にある粒状物質が、柔軟性を有する容器中に上方から挿
入された吸い取り装置を用いて、この柔軟性を有する容器から上方に吸い出されるという
点である。したがって、とりわけ柔軟性を有する容器の下方領域中、したがって底部の領
域中、および側壁の領域中にある媒体が、この充填された柔軟性を有する容器中にある媒
体の重量がゆえに、押し込められ、絡み合い、中空空間を形成し、またはさらに、その化
学的製剤によっては互いに固着するないし接着するという問題が生じる。この吸い取り装
置を用いて、媒体を柔軟性を有する容器から上方に吸い出すことができるようにするため
には、柔軟性を有する容器のこの下方領域中でもおよびその側壁の領域中でも、媒体の搬
送可能な状態が確実に維持し続けられるべきである。したがって、この問題は、底部領域
中に媒体用の放出開口を有する容器の場合とは異なるものとして示される。本発明によれ
ば、柔軟性を有する容器を変形させる目的で、この容器に作用する装置が、柔軟性を有す
る容器の外側に配置され、かつ、この装置が、柔軟性を有する容器の底部領域または側方
領域中で、この容器に作用するので、最も単純な方法で、かつさらに最小の作製コストで
、微粒子媒体を搬送可能な状態に保つことができる。このためには、この装置を用いて時
間間隔を空けて、柔軟性を有する容器に作用することのみが必要で、これにより、この装
置は容器を変形させ、これにより媒体に作用し、その結果、押し込め、絡み合いないし固
着／接着が生じることができず、かつ、媒体内に中空空間が生じることもできない。
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【００１２】
　好ましくは、柔軟性を有する容器に作用する装置は、容器に定期的に作用する手段を有
する。
【００１３】
　好ましくは、柔軟性を有する容器に作用する装置は、この容器に打ち付けて作用する手
段、または、容器の底部を動かす手段を有する。とりわけ、この手段は、柔軟性を有する
容器の底部と共に往復移動をするように設けられている。この移動は、手段が上死点また
は下死点に達した際に、柔軟性を有する容器中にある媒体の材料構造を突然に変える加速
度で起こる。
【００１４】
　この柔軟性を有する容器は、とりわけ織物、布、プラスチックまたはこれ以外の柔軟性
を有する材料からなる。ここで重要であるのは、容器が柔軟性を有し、したがって、上述
の装置を用いて作用される際に変形することである。容器の形状の変化の結果、沈殿し、
押し込められ、接着され、絡み合い、重くまたはもはや搬送可能ではない微粒子媒体、と
りわけ粒状物質が再びほぐされる。好ましくは、柔軟性を有する容器に作用する手段は、
容器の底部と共に往復移動し、したがって、容器に作用する手段の位置の変化は、容器の
底部領域中での容器の位置の変化と同時に開始するが、この理由は、この手段とこの容器
とが常に接触しているからである。この手段が下死点または上死点に突然達することによ
り、柔軟性を有する容器中にある媒体も、同様に突然停止し、したがって、この媒体の材
料構造ないし架橋が変化する。柔軟性を有する容器とその中にある媒体とに突然質量スト
ップが発生することにより、媒体が自由流動状態に移行ないしこの状態で維持され続ける
ように、媒体の材料構造が変化する。続いて、この媒体は、吸い取り装置を用いて上方へ
向かう材料流動方向で容器から搬送される。
【００１５】
　本発明のさらなる好適な構成によれば、柔軟性を有する容器に作用する装置は、持ち上
げユニットと、板として形成されて、この装置により往復移動させられうる手段とを有し
、この板は、容器の底部と接触可能であり、または、容器が板上に載置されるように設け
られている。このように形成することにより、広い面積で、容器への衝撃力を伝達するこ
とができる。
【００１６】
　とりわけ、容器に作用する装置は、柔軟性を有する容器の下方に配置されているように
設けられている。これにより、容器に作用する装置の好都合な力の作用点が生じて、これ
により、容器に水平方向に衝撃力が掛けられうる。さらに、容器に作用する装置を容器の
下方に配置することにより、全配置を小型化することが可能になる。
【００１７】
　柔軟性を有する容器は、好ましくは、その上方端部領域中で、収容部中にしっかり固定
されている。この固定された容器は、したがってその上方端部の領域中で固定され、これ
により、力が下から底部に作用する場合に、この容器はその全体が持ち上げられることは
ない。
【００１８】
　本発明のさらなる好適な構成によれば、微粒子媒体を搬送する装置は、容器を内側で収
容する安定したコンテナを有するように設けられている。とりわけ、このコンテナは、商
業上で一般的なゴミ容器の様式でまたはこのゴミ容器として、コンテナ下方部分と、この
コンテナ下方部分中で旋回可能に軸支されたコンテナ蓋とを備えて形成されている。この
種のゴミ容器は、とりわけ家庭用で使用されるゴミ容器であり、例えば貯蔵体積が２４０
リットルのものである。この種のゴミ容器中で、このコンテナは、例えば、わずかに傾い
た位置でコンテナを動かす２つの車輪を有する。このコンテナは、実質的に直方体形状で
形作られていて、上方の開口と、コンテナ下方部分中でこの開口を閉じるためのコンテナ
蓋とを備えている。
【００１９】
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　好ましくは、容器は、その上方端部領域中で、コンテナ下方部分と、このコンテナ下方
部分と固定連結されたコンテナ蓋との間に挟まれている。このコンテナ、具体的にはコン
テナ下方部分は、コンテナ蓋を用いて固定的に閉鎖されているので、柔軟性を有する容器
が、容器に作用する装置ないし持ち上げユニットにより、コンテナから持ち上げるのが防
がれる。したがって、コンテナ蓋は、柔軟性を有する容器用のある種のストッパないし固
定点を形成し、これにしたがって、コンテナ蓋は、持ち上げ移動の結果、柔軟性を有する
容器を上方側方領域中で形状変化させる。このストッパにより、確実に、容器が信頼性の
ある所望の形状変化をする。
【００２０】
　したがって、好ましくは、容器に作用する装置は、コンテナ内で、容器の下方に配置さ
れている。したがって、柔軟性を有する容器と、この容器に作用する装置とを、これらの
構成部材を収容するコンテナに関連付けて、特に小型化させて形作ることができる。
【００２１】
　柔軟性を有する容器は、全体的にまたは部分的に、少なくとも容器の側壁部の領域中で
、柔軟性を持つように形成されている。
【００２２】
　ある実施形態の変形例では、柔軟性を有する容器は、好ましくは、微粒子媒体が中で供
給される容器である。
【００２３】
　コンテナは、好ましくは、プラスチックまたは金属からなる。基本的に、コンテナおよ
び／または柔軟性を有する容器の断面形状は様々な形状を使用することができ、例えば円
形または楕円の断面形状を使用することができる。
【００２４】
　柔軟性を有する容器に作用する装置ないし持ち上げユニットは、様々な様式で、とりわ
け空気圧で、電気的に、水圧で駆動されうる。この装置の移動は、垂直方向で下方から、
または、水平方向で側方から行われることができ、したがって、柔軟性を有する容器を側
方から打ち付けることができる。特に有利であるのは、柔軟性を有する容器における振動
運動である。持ち上げユニットは、同時にまたは時間的にずれて昇降する複数のセグメン
トからなる持ち上げ板装置を含みうる。持ち上げユニットの板と、柔軟性を有する容器の
底部とは、永久的に接触することも可能であるが、または、少なくとも部分的に、異なる
加速度を有する。この結果、板は容器の上を打ち付け、ないし、容器が板の上に落ちる。
【００２５】
　コンテナをコンテナ蓋を備えて形成する際には、とりわけ、コンテナ蓋が、吸い取り装
置のランセットが貫通する開口を有するように設けられている。柔軟性を有する容器の充
填状態は、空になるにしたがって変化するので、吸い取り装置が容器の充填状態に従うよ
うに設けられている。これを考慮して、吸い取り装置ないし吸い取り装置のランセットは
、軸方向でガイドされてコンテナ蓋を貫通する。このガイド部は、吸い取り装置ないし吸
い込みランセットの移動の遊びを、規定の範囲内にすることを可能にし、吸い取り装置な
いし吸い込みランセットがコンテナ蓋に掛けられ続けることが防がれることができる。こ
のように掛けられ続けることにより、吸い取り装置ないし吸い込みランセットが空中で掛
けられるので、媒体を吸い込むことができないことになる。
【００２６】
　本発明のさらなる特徴は、従属請求項、図面の図の説明、および、図自体にも提示され
ているが、全ての個々の特徴、および、全ての個々の特徴の組み合わせは、本発明に本質
的であることに注意すべきである。
【００２７】
　図中、本発明を好適な実施形態に基づいて提示するが、本発明はこれに限定されるもの
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
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【図１】柔軟性を有する容器が充填された状態での、微粒子媒体の搬送装置の垂直断面図
である。
【図２】容器に作用する装置および吸い取り装置の駆動を明示する回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１中に図解された微粒子媒体の搬送装置の全体を、参照符号１で記す。この微粒子媒
体は、例えば粒状物質であり、さらなる処理機器、例えば融解ユニットに供給されうる。
包装での適用のためのホットメルトの市場での一般的な供給形態は粒状物質である。
【００３０】
　装置１は安定したコンテナ２を有し、このコンテナは、その内側空間３中に、これも同
様に装置１の構成要素を形成する柔軟性を有する容器４を収容する。コンテナ２は、商業
上で一般的なゴミ容器の様式のもので、２４０リットルの貯蔵体積を備えて形成されてい
て、その結果、コンテナ下方部分５と、このコンテナ下方部分中で軸６の周りで旋回可能
に軸支されたコンテナ蓋７とを有する。コンテナ２は、プラスチックからなり、十分薄い
壁で形成されている。コンテナ下方部分５の内側断面、したがって内側空間３の断面は、
正方形である。
【００３１】
　柔軟性を有する容器４は、例えば織物からなり、したがって全体として柔軟性を有する
。容器４は、その上方端部領域中で掛けられている。この限りで、コンテナ上方部分５は
、その上方端部領域中で、周回する水平方向の部分８を有し、この部分８を超えて、容器
４は、その上方にありかつＵ字型で下方向に向かう縁部９が引っ掛けられている。明瞭化
するために、縁部９は、部分８上に載置されていず、この部分８の上方に距離をとって配
置されているように図示されている。実際は、この容器４は、Ｕ字型の縁部９の領域中で
、コンテナ下方部分５の部分８上に載置されている。
【００３２】
　柔軟性を有する容器４は、微粒子媒体１０この場合は粒状物質で充填されている。粒状
物質１０の充填レベルは参照符号１１で示されている。これによれば、容器４はほぼ完全
に充填されている。
【００３３】
　上方が開いている柔軟性を有する容器４中には、上方から吸い取り装置１２が挿入され
ている。コンテナ蓋７は開口１３を有し、この開口には、吸い取り装置１２のランセット
１４が貫通し、このランセット１４は、コンテナ蓋７中に支持されたガイド部１５により
軸方向にガイドされている。ランセット１４の領域中では、媒体１０用に吸い込み開口１
６が配置されていて、このランセット１４は、ランセットが容器４の底部１７に隣接して
配置されるまで、容器４中に差し込まれている。
【００３４】
　装置１の作動時には、図１での図示とは異なり、コンテナ蓋７がその閉鎖位置に配置さ
れていて、これにより、この蓋は水平に位置付けられていて、コンテナ下方部分５の縁部
９上に載置されている。コンテナ蓋７は、この位置でコンテナ下方部分５にロックされ、
その結果、コンテナ蓋７は、意図せず開かれることはできない。コンテナ蓋７とコンテナ
下方部分５との間には、柔軟性を有する容器４が、その縁部９の領域中で挟まれていて、
したがってしっかり固定されている。
【００３５】
　コンテナ２は、土台ないし立地面１８上に置かれている。コンテナ下方部分５の側では
、この下方部分は底部１９を有する。この底部の上に、容器４を変形させる目的で、容器
に作用する装置２０が配置されている。この装置２０は、底部１９に固定されていること
ができる。この装置２０は、容器４に作用する手段２１であって、剛性を有する板として
形成された手段２１を有する。この際に、板２１はコンテナ下方部分５の底部１９に平行
の断面を有し、この断面は、コンテナ下方部分５の断面よりもわずかに小さい。装置２０
は、さらに、コンテナ下方部分５の底部１９中に支持された、板２１を昇降する持ち上げ
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ユニット２２を有する。この際、持ち上げユニット２２の持ち上げロッド２３は、板２１
と固定的に連結されている。持ち上げロッド２３、およびこれに伴う板２１の持ち上げ移
動方向は、両矢印２４で図示されている。
【００３６】
　矢印２５は、ランセット１４を通る媒体ないし粒状物質１０の搬送方向を図示している
。
【００３７】
　コンテナ下方部分５中には、部分８の領域中で、制御ユニット２７を支持するのに機能
する収容装置２６が引っ掛けられている。
【００３８】
　コンテナ２中に挿入された柔軟性を有する容器４とりわけ媒体ないし粒状物質１０を充
填した容器４では、容器４の底部１７が、容器４に作用する装置２０の板２１上に、置か
れている。この際、柔軟性を有する容器４の長さは、媒体の流れ方向で、手段２１の上方
端部と部分８との間の距離よりも大きい。板２１が図１に図示した降下位置から持ち上げ
られると、その結果、容器４の側壁２８の領域中で容器４の変形が生じ、したがって、容
器４により収容された媒体ないし粒状物質１０の変形が生じる。容器４中にある媒体が、
押し込められ、絡み合い、またはその化学的製剤によっては互いに固着するないし接着す
ると、板２１を数回昇降させ、したがって、板２１を容器４に数回作用させ、その結果、
容器４を数回変わるように変形させることにより、この押し込め、絡み合い、固着または
接着が解消され、その結果、媒体ないし粒状物質１０が、搬送可能な状態で、吸い取り装
置１２を用いて、容器４から吸い出され、さらなる処理機器に、障害なく自動的に供給さ
れうる。
【００３９】
　板２１と柔軟性を有する容器４との直接接触に代えて、すなわち、容器４の底部１７が
定期的に板２１と共に動くのに代えて、持ち上げユニット２２が、定期的に下方向から斜
めに容器４を打ち付けるように設けることも十分可能である。基本的に、容器４に柔軟性
があるがゆえに容器４が変形する場合には、板２１がその下方持ち上げ位置と上方持ち上
げ位置との間で位置が変わることに基づき、柔軟性を有する容器４の側壁２８の少なくと
も１つの部分領域が機械的に変形する。容器４の形状の変化により、結果として、沈殿し
、押し込められ、接着され、絡み合い、重くまたはもはや搬送可能ではない粒状物質を再
びほぐすことができる。この望ましい効果は、ある実施形態の変形例では、粒状物質１０
を中に入れた柔軟性を有する容器が自身の質量慣性がゆえに、最も下方の位置にまで戻り
落ちることができるよりも速い速度で、持ち上げユニットが降下することにより達成され
うる。ある別の実施形態の変形例では、板２１の位置の変化が、柔軟性を有する容器４の
底部１７の位置の変化と同時に開始するが、この理由は、これらが、常に接触しているか
らである。下死点または上死点のいずれかに突然達することにより、容器４中にある粒状
物質１０も、同様に突然停止し、したがって、粒状物質１０の材料構造ないし架橋が変化
する。双方の場合に生じる容器４とその中にある粒状物質１０との突然の質量ストップに
より、粒状物質１０ないしバルク体の材料構造は、変化し、粒状物質が自由流動状態にな
る、ないしこれを保ち続けるように変化する。続いて、吸い込みランセット１４を用いて
、粒状物質１０が、上方へ向かう材料流動方向２５で容器４から搬送される。
【００４０】
　板２１の主に垂直方向での移動は、主に垂直方向での移動をランセット１４に伝達する
ので、閉じたコンテナ蓋７に、ランセット１４用のガイド部１５が設けられている。この
ガイド部１５により、規定の範囲内での移動の遊びを可能にし、ランセット１４がなかん
ずくコンテナ蓋７に掛けられ続けることを防ぐ。こうなった場合には、吸い込みランセッ
ト１４の吸い込み部分が、空中に掛けられてしまうので、吸い込みランセット１４が粒状
物質１０を吸い込むことができなくなるようになってしまう。コンテナ２が、コンテナ蓋
７により閉じられているので、容器４が持ち上げユニット２２を用いてコンテナ２から持
ち上がることが防がれる。したがってコンテナ蓋７は、柔軟性を有する容器４用のある種
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のストッパないし固定点を形成し、これが、持ち上げ移動の結果として、柔軟性を有する
容器４の上方側方領域中での形状変化を引き起こす。したがって、このストッパにより、
容器４の特に信頼性のある、望ましい形状変化が確保される。
【００４１】
　装置１を実質的に空気圧で作動するための回路システムを、図２の回路図で図示する。
【００４２】
　この図で図示しているのは、例えば６バールの圧力レベルを有する圧縮空気源２９と、
２／２方手動停止バルブ３０と、２／２方電磁石バルブ３１と、マノメータ３２を備えた
圧力調整器と、吸い込みランセット１４と、（制御用空気を備えた）５／２方バルブ３３
と、圧力タンク３４と、高速換気バルブ３５と、持ち上げユニット２２の空気圧シリンダ
３６とであり、空気圧シリンダ３６のピストンロッドは、持ち上げユニット２２の持ち上
げロッド２３を形成する。バルブ３０、３１が開放位置にある場合に、吸い込みランセッ
ト１４には、粒状物質１０を吸い込みかつこれを搬送するための圧縮空気が供給され、ま
た、バルブ３３のスイッチ位置に応じて、空気圧シリンダ３６に負荷がかけられ、これに
より、持ち上げロッド２３、およびそれに伴って板２１が昇降される。
【符号の説明】
【００４３】
　１　装置
　２　コンテナ
　３　内側空間
　４　柔軟性を有する容器
　５　コンテナ下方部分
　６　軸
　７　コンテナ蓋
　８　部分
　９　縁部
　１０　媒体／粒状物質
　１１　充填レベル
　１２　吸い取り装置
　１３　開口
　１４　ランセット
　１５　ガイド部
　１６　吸い込み開口
　１７　柔軟性を有する容器の底部
　１８　土台／立地面
　１９　コンテナ底部
　２０　装置
　２１　手段／板
　２２　持ち上げユニット
　２３　持ち上げロッド
　２４　両矢印
　２５　矢印
　２６　収容装置
　２７　制御ユニット
　２８　側壁
　２９　圧縮空気源
　３０　２／２方手動停止バルブ
　３１　２／２方電磁石バルブ
　３２　マノメータを備えた圧力調整器
　３３　５／２方バルブ
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　３４　圧力タンク
　３５　高速換気バルブ
　３６　空気圧シリンダ

【図１】 【図２】
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